
お詫びと訂正  
 

中建国保だより 5 月号の７ページに掲載した「令和 8 年 8 月より高額療養費

制度が見直しとなります」につきまして、以下のとおり誤りがありました。深く

お詫び申し上げるとともに訂正いたします。  

 

 

【訂正箇所】  

(誤) ※「96 万円未満（旧ただし書き所得）」区分に該当することが確認でき

た場合は、年間上限 41 万円を適用。  

 

(正) ※「86 万円未満（旧ただし書き所得）」区分に該当することが確認でき

た場合は、年間上限 41 万円を適用。  

 

86 万円  


